
 
豊中市 危険 物 事務処理要 綱 

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条 こ の 要 綱 は 、 消 防 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 。 以 

下 「 法 」 と い う 。 ） 、 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令 （ 昭 和 ３ ４ 

年 政 令 第 ３ ０ ６ 号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。 ） 、 危 険 物 の 規 制 

に 関 す る 規 則 （ 昭 和 ３ ４ 年 総 理 府 令 第 ５ ５ 号 。 以 下 「 府 令 」 

と い う 。 ） 及 び 豊 中 市 危 険 物 規 制 規 則 （ 昭 和 ５ ５ 年 豊 中 市 規 

則 第 １ ８ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 基 づ く 危 険 物 の 規 制 

に 関 す る 事 務 の 処 理 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 

と す る 。  

 
（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条 こ の 要 綱 に よ る 用 語 の 意 義 は 、 次 の と お り と す る 。  

(1) 電 算 処 理 と は 、 届 出 、 申 請 、 許 可 等 に か か る 事 務 及 び 危 

険 物 施 設 等 の 情 報 を 消 防 Ｏ Ａ シ ス テ ム で 処 理 す る こ と を い 

う 。  

(2) 危 険 物 施 設 台 帳 と は 、 電 算 処 理 し た 危 険 物 施 設 に 関 す る 

情 報 を 記 録 し た も の を い う 。  

(3) 別 記 様 式 と は 、 規 則 第 ２ ３ 条 の 規 定 に 基 づ く 申 請 書 等 の 

様 式 を い う 。  

(4) 届 出 受 理 済 の 印 と は 、 規 則 に 規 定 す る 第 ３ 号 様 式 の 印 を 

い う 。  

 
（ 危 険 物 の 仮 貯 蔵 又 は 仮 取 扱 い の 承 認 申 請 ）  

第 ３ 条 規 則 第 ２ 条 第 １ 項 に 定 め る 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い の 申 請 が 

あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 消 防 署 長 （ 以 下 「 署 長 」 と い う 。 ） は 、 当 該 申 請 書 の 内 

容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 電 算 処 理 後 、 必 要 が あ る と 認 め 

る と き は 調 査 を 行 う 。  

(2) 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 火 災 予 防 上 支 障 が な い と 認 

め る と き は 、 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 審 査 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 作 成 

し 、 承 認 指 令 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 

請 者 に 交 付 す る 。  



 

(3) 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 火 災 予 防 上 支 障 が あ る と 

認 め る と き は 、 仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 審 査 書 を 作 成 し 、 不 承 認 指 

令 書 （ 別 記 様 式 第 ３ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 

す る 。  

 
（ 設 置 又 は 変 更 の 許 可 申 請 ）  

第 ４ 条 規 則 第 ３ 条 第 １ 項 に 定 め る 製 造 所 、 貯 蔵 所 又 は 取 扱 所  

（ 以 下 「 製 造 所 等 」 と い う 。 ） の 設 置 又 は 変 更 許 可 の 申 請 が 

あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 電 

算 処 理 後 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 調 査 を 行 う 。  

(2) 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 政 令 及 び 府 令 に 定 め る 技 術 

上 の 基 準 （ 以 下 「 技 術 上 の 基 準 」 と い う 。 ） に 適 合 し て い 

る と 認 め る と き は 、 製 造 所 等 審 査 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 及 び 許 

可 後 の 手 続 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 作 成 し 、 許 可 指 令 書 （ 別 記 

様 式 第 ４ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 す る 。  

(3 ) 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て 

い な い と 認 め る と き は 、 製 造 所 等 審 査 書 を 作 成 し 、 不 許 可 

指 令 書 （ 別 記 様 式 第 ５ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 

付 す る 。  

 
（ 軽 微 な 変 更 の 届 出 ）  

第 ５ 条 規 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 軽 微 な 変 更 の 届 出 が あ っ た 

と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に か か る 

電 算 処 理 後 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 調 査 を 行 う 。  

(2) 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い 

る と 認 め る と き は 、 当 該 届 出 書 の う ち １ 通 に 届 出 受 理 済 の 

印 を 押 し て 、 届 出 者 に 交 付 す る 。  

(3) 第 １ 号 の 届 出 書 に は 、 軽 微 な 変 更 作 業 明 細 書 （ 様 式 第 ４ 

号 ） 及 び 関 係 図 書 を 添 付 さ せ る 。  

 
（ 仮 使 用 承 認 の 申 請 ）  

第 ６ 条 規 則 第 ６ 条 に 定 め る 仮 使 用 承 認 の 申 請 が あ っ た と き 



 

は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 電 

算 処 理 後 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 調 査 を 行 う 。  

(2) 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 火 災 予 防 上 支 障 が な い と 認 

め る と き は 、 製 造 所 等 仮 使 用 審 査 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 作 成 

し 、 承 認 指 令 書 （ 別 記 様 式 第 ８ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 

請 者 に 交 付 す る 。  

(3) 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 火 災 予 防 上 支 障 が あ る と 

認 め る と き は 、 製 造 所 等 仮 使 用 審 査 書 を 作 成 し 、 不 承 認 指 

令 書 （ 別 記 様 式 第 ９ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 

す る 。  

 
（ 完 成 検 査 前 検 査 の 申 請 ） 

第 ７ 条 法 第 １ １ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 製 造 所 等 に お け 

る 完 成 検 査 前 検 査 （ 水 張 検 査 又 は 水 圧 検 査 に 限 る 。 以 下 「 タ 

ン ク 検 査 」 と い う 。 ） の 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 

す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 

電 算 処 理 後 、 申 請 書 に 基 づ き タ ン ク 検 査 を 実 施 す る 。  

(2) 前 号 の 検 査 の 結 果 、 法 第 １ ０ 条 第 ４ 項 の 技 術 上 の 基 準 に 

適 合 し て い る と 認 め る と き は 、 タ ン ク 検 査 調 査 書 （ 様 式 第 

６ 号 ） を 作 成 し 、 タ ン ク 検 査 済 証（ 府 令 第 ６ 条 の ４ の 様 式 ） 

は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 す る 。  

(3) 第 １ 号 の 検 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い な い と 

認 め る と き は 、 タ ン ク 検 査 調 査 書 を 作 成 し 、 タ ン ク 検 査 不 

適 合 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 

付 す る 。  

 
（ 完 成 検 査 の 申 請 ）  

第 ８ 条 法 第 １ １ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、 製 造 所 等 の 完 成 検 査 

の 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 

電 算 処 理 後 、 許 可 申 請 書 に 基 づ き 完 成 検 査 を 実 施 す る 。  

(2) 前 号 の 検 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め  



 

る と き は 、 危 険 物 施 設 台 帳 に か か る 電 算 処 理 後 、 製 造 所 等 

完 成 検 査 調 査 書（ 様 式 第 ８ 号 ）を 作 成 し 、完 成 検 査 済 証（ 府 

令 第 ６ 条 の 様 式 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 す る 。 

(3) 第 １ 号 の 検 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い な い と 

認 め ら れ る と き は 、 製 造 所 等 完 成 検 査 調 査 書 を 作 成 し 、 製 

造 所 等 完 成 検 査 不 適 合 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） は 電 算 処 理 を 

行 い 、 申 請 者 に 交 付 す る 。 

 
（ 製 造 所 等 の 譲 渡 又 は 引 渡 し の 届 出 ）  

第 ９ 条 規 則 第 ８ 条 に 定 め る 製 造 所 等 の 譲 渡 又 は 引 渡 し の 届 

出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 譲 渡 又 は 引 渡 

し が あ っ た も の と 認 め る と き は 、 届 出 者 に 交 付 す る 。  

(2) 前 号 の 処 理 に つ い て は 、 届 出 及 び 危 険 物 施 設 台 帳 に か か 

る 電 算 処 理 後 行 う 。  

 
（ 危 険 物 の 品 名 、 数 量 又 は 指 定 数 量 倍 数 変 更 の 届 出 ）  

第 １ ０ 条 規 則 第 ９ 条 に 定 め る 危 険 物 の 品 名 、 数 量 又 は 指 定 数 

量 の 倍 数 の 変 更 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も 

の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 技 術 上 の 基 準 

に 適 合 し て い る と 認 め る と き は 、 届 出 者 に 交 付 す る 。  

(2) 前 号 の 処 理 に つ い て は 、 前 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。  

 
（ 危 険 物 以 外 の 物 品 の 貯 蔵 の 届 出 ）  

第 １ １ 条 政 令 第 ２ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 

貯 蔵 所 に お い て 危 険 物 以 外 の 物 品 を 貯 蔵 し よ う と す る 者 及 び 

当 該 物 品 の 種 類 又 は 最 大 数 量 を 変 更 し よ う と す る 者 は 、 貯 蔵 

し 又 は 変 更 し よ う と す る １ ０ 日 前 ま で に 、 危 険 物 以 外 の 物 品 

貯 蔵 （ 変 更 ） 届 出 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） ２ 通 を 市 長 に 提 出 し な 

け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 届 出 が あ っ た と き は 、次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 必 要 が あ る と 

認 め る と き は 調 査 を 行 い 、火 災 予 防 上 安 全 と 認 め る と き は 、 



 

届 出 書 の う ち １ 通 に 届 出 受 理 済 の 印 を 押 し て 、 届 出 者 に 交 

付 す る 。  

(2) 前 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 ９ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。  

 
（ 製 造 所 等 の 使 用 の 休 止 又 は 再 使 用 の 届 出 ）  

第 １ ２ 条 規 則 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り 、 製 造 所 等 の 使 用 の 休 止 

又 は 再 使 用 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と 

す る 。  

(1)  予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 必 要 が あ る と 

認 め る と き は 調 査 を 行 い 、火 災 予 防 上 安 全 と 認 め る と き は 、 

届 出 者 に 交 付 す る 。  

(2) 前 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 ９ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。  

 
（ 製 造 所 等 の 用 途 廃 止 の 届 出 ）  

第 １ ３ 条 規 則 第 １ １ 条 に 定 め る 製 造 所 等 の 用 途 廃 止 の 届 出 

が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 火 災 予 防 上 必 要 な 指 示 を し 、 必 要 が あ る と 

認 め る と き は 調 査 を 行 っ た 後 、 届 出 者 に 交 付 す る 。  

(2) 前 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 ９ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。  

 
（ 危 険 物 保 安 監 督 者 の 選 任 又 は 解 任 の 届 出 ）  

第 １ ４ 条 規 則 第 １ ２ 条 に 定 め る 危 険 物 保 安 監 督 者 の 選 任 又 

は 解 任 の 届 出 が あ っ た と き は 、次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 者 に 交 付 

す る 。  

(2) 前 号 に 定 め る 届 出 書 に は 、 実 務 経 験 証 明 書 （ 様 式 第 １ １ 

号 ） を 添 付 さ せ る 。  

(3) 第 １ 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 ９ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。 

 
（ 危 険 物 取 扱 責 任 者 の 選 任 又 は 解 任 の 届 出 ）  

第 １ ５ 条 予 防 課 長 は 、 規 則 第 １ ３ 条 の 規 定 に よ り 、 危 険 物 取 

扱 責 任 者 の 選 任 又 は 解 任 の 届 出 が あ っ た と き は 、 前 条 第 １ 号 

及 び 第 ３ 号 に 準 じ て 処 理 す る も の と す る 。 



 

（ 危 険 物 施 設 保 安 員 の 選 任 又 は 解 任 等 の 届 出 ）  

第 １ ６ 条 予 防 課 長 は 、 規 則 第 １ ４ 条 に 定 め る 届 出 が あ っ た と 

き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 規 則 第 １ ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 定 め る 危 険 物 施 設 保 安 員 

の 選 任 又 は 解 任 の 届 出 又 は 同 項 第 ３ 号 に 定 め る 製 造 所 等 関 

係 者 の 住 所 又 は 氏 名 の 変 更 の 届 出 が あ っ た と き は 、 第 １ ４ 

条 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に 準 じ て 処 理 す る 。  

(2) 規 則 第 １ ４ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 定 め る 製 造 所 等 管 理 権 委 

託 の 届 出 が あ っ た と き は 、 第 ９ 条 に 準 じ て 処 理 す る 。  

(3) 規 則 第 １ ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 火 気 使 用 工 事 の 届 出 が あ 

っ た と き は 、 第 ５ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 準 じ て 処 理 す る 。 

 
（ 予 防 規 程 認 可 の 申 請 等 ） 

第 １ ７ 条 規 則 第 １ ５ 条 に 定 め る 予 防 規 程 認 可 の 申 請 が あ っ 

た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 電 

算 処 理 を す る 。  

(2) 前 号 の 審 査 の 結 果 、 法 第 １ ０ 条 第 ３ 項 に 定 め る 技 術 上 の 

基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 火 災 予 防 上 適 当 で あ る と 認 め る と き 

は 、 予 防 規 程 認 可 審 査 書 （ 様 式 第 １ ２ 号 ） を 作 成 し 、 認 可 

指 令 書 （ 別 記 様 式 第 １ ６ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 

交 付 す る 。 

(3) 第 １ 号 の 審 査 の 結 果 、 法 第 １ ０ 条 第 ３ 項 に 定 め る 技 術 上 

の 基 準 に 適 合 し て い な い と き 、 そ の 他 火 災 予 防 上 適 当 で な 

い と 認 め る と き は 、 予 防 規 程 認 可 審 査 書 を 作 成 し 、 不 認 可 

指 令 書 （ 別 記 様 式 第 １ ７ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 

交 付 す る 。 

２  危 険 物 保 安 監 督 者 の 職 務 を 代 行 す る 者 を 選 任 又 は 解 任 し 

た と き は 、遅 滞 な く 危 険 物 保 安 監 督 者 職 務 代 行 者 選 任（ 解 任 ） 

届 出 書 （ 様 式 第 １ ３ 号 ） ２ 通 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な 

い 。  

３ 前 項 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 書 の う ち 

１ 通 に 届 出 受 理 済 の 印 を 押 し て 、 届 出 者 に 交 付 す る 。  



 

(2) 前 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 １ ４ 条 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 準 

じ て 行 う 。 

 

( 休 止 中 の 地 下 貯 蔵 タ ン ク 等 の 漏 れ の 点 検 期 間 の 延 長 申 請 等 ) 

第 １ ８ 条 規 則 第 １ ５ 条 の ２ 第 １ 項 に 定 め る 休 止 中 の 地 下 貯 

蔵 タ ン ク 又 は 二 重 殻 タ ン ク の 漏 れ の 点 検 期 間 の 延 長 申 請 が あ 

っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 

電 算 処 理 後 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 調 査 を 行 う 。  

(2) 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 保 安 上 支 障 が な い と 認 め る 

と き は 、 休 止 中 の 地 下 貯 蔵 タ ン ク 又 は 二 重 殻 タ ン ク の 漏 れ 

の 点 検 期 間 延 長 審 査 書 （ 様 式 第 １ ４ 号 ） を 作 成 し 、 承 認 指 

令 書 （ 別 記 様 式 第 １ ８ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 

付 す る 。  

(3) 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、保 安 上 支 障 が あ る と 認 め 

る と き は 、 休 止 中 の 地 下 貯 蔵 タ ン ク 又 は 二 重 殻 タ ン ク の 漏 

れ の 点 検 期 間 延 長 審 査 書 を 作 成 し 、 不 承 認 指 令 書 （ 別 記 様 

式 第 １ ９ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 す る 。  

２ 規 則 第 １ ５ 条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、 休 止 中 の 地 下 貯 蔵 

タ ン ク 等 の 再 開 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も 

の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 必 要 が あ る と 

認 め る と き は 調 査 を 行 い 、火 災 予 防 上 安 全 と 認 め る と き は 、 

届 出 者 に 交 付 す る 。  

(2) 前 号 の 届 出 書 に は 、 関 係 図 書 を 添 付 さ せ る 。  

(3) 第 １ 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 ９ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。 

 
 

（ 休 止 中 の 地 下 埋 設 配 管 の 漏 れ の 点 検 期 間 の 延 長 申 請 等 ） 

第 １ ９ 条 規 則 第 １ ５ 条 の ３ 第 １ 項 に 定 め る 休 止 中 の 地 下 埋 

設 配 管 の 漏 れ の 点 検 期 間 の 延 長 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に よ 

り 処 理 す る も の と す る 。  



 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に か か る 

電 算 処 理 後 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 調 査 を 行 う 。  

(2) 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 保 安 上 支 障 が な い と 認 め る 

と き は 、 休 止 中 の 地 下 埋 設 配 管 の 漏 れ の 点 検 期 間 延 長 審 査 

書 （ 様 式 第 １ ５ 号 ） を 作 成 し 、 承 認 指 令 書 （ 別 記 様 式 第 ２ 

１ 号 ） は 電 算 処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 す る 。  

(3) 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 保 安 上 支 障 が あ る と 認 め 

る と き は 、 休 止 中 の 地 下 埋 設 配 管 の 漏 れ の 点 検 期 間 延 長 審 

査 書 を 作 成 し 、 不 承 認 指 令 書 （ 別 記 様 式 第 ２ ２ 号 ） は 電 算 

処 理 を 行 い 、 申 請 者 に 交 付 す る 。  

２ 規 則 第 １ ５ 条 の ３ 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、 休 止 中 の 地 下 埋 設 

配 管 の 再 開 の 届 出 が あ っ た と き は 、 前 条 第 ２ 項 に 準 じ て 処 理 

す る も の と す る 。  

 

（ 災 害 発 生 の 届 出 ）  

第 ２ ０ 条 規 則 第 １ ６ 条 の 規 定 に よ り 、 製 造 所 等 に お い て 災 害 

発 生 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 火 災 予 防 上 必 要 な 指 示 を し 、 災 害 発 生 状 況 

等 の 調 査 を 行 っ た 後 、 届 出 に か か る 電 算 処 理 を す る 。  

(2) 前 号 の 処 理 後 、危 険 物 施 設 台 帳 に か か る 電 算 処 理 を す る 。  

 
（ 許 可 申 請 等 取 下 げ の 申 請 ）  

第 ２ １ 条 規 則 第 １ ８ 条 の 規 定 に よ り 、 許 可 申 請 等 取 下 げ の 申 

請 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 第 ４ 条 、 第 ６ 条 、 第 ７ 条 及 び 第 １ ７ 条 に 定 

め る 許 可 申 請 等 取 下 げ の 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 

か か る 電 算 処 理 を す る 。  

(2) 署 長 は 、 第 ３ 条 に 定 め る 承 認 申 請 取 下 げ の 申 請 が あ っ た 

と き は 、 前 号 に よ り 処 理 す る 。  

(3)前 各 号 の 処 理 後 、 許 可 申 請 書 等 の う ち １ 通 を 申 請 者 に 返 

付 す る 。  



 

（ 完 成 検 査 済 証 等 再 交 付 の 申 請 ）  

第 ２ ２ 条 政 令 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、 完 成 検 査 済 証 の 再 

交 付 の 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 再 交 付 の 必 要 

が あ る と 認 め る と き は 、 申 請 に か か る 電 算 処 理 後 、 完 成 検 

査 済 証 等 再 交 付 簿 （ 様 式 第 １ ６ 号 ） に よ り 完 成 検 査 済 証 を 

作 成 し 、 申 請 者 に 交 付 す る 。  

(2) 前 号 に 定 め る 完 成 検 査 済 証 に は 、 右 上 部 に 「 再 」 と 朱 書 

の う え 、 検 査 年 月 日 の 下 部 に 再 交 付 年 月 日 を 記 載 す る 。  

２  規 則 第 １ ９ 条 の 規 定 に よ り 、 タ ン ク 検 査 済 証 の 再 交 付 の 申 

請 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。  

(1) 予 防 課 長 は 、 前 項 第 １ 号 に 準 じ て 処 理 す る 。  

(2) 前 号 に 定 め る タ ン ク 検 査 済 証 は 、 次 に よ り 作 成 す る 。 

ア  タ ン ク 検 査 済 証 （ 正 ）  

タ ン ク 検 査 済 証（ 正 ）の 右 上 部 に「 再 」と 朱 書 の う え 、 

タ ン ク 検 査 年 月 日 の 下 部 に 再 交 付 年 月 日 を 記 載 す る 。  

イ タ ン ク 検 査 済 証 （ 副 ）  

タ ン ク 検 査 済 証 （ 副 ） の 検 査 行 政 庁 名 の 左 部 に 「 再 」 

の 刻 印 を 押 す 。  

 
（ 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 の 変 更 許 可 の 通 知 ）  

第 ２ ３ 条 消 防 長 は 、 第 ４ 条 に 定 め る 他 許 可 行 政 庁 か ら 転 入 す 

る 移 動 タ ン ク 貯 蔵 所 の 常 置 場 所 の 変 更 許 可 及 び 第 ８ 条 に 定 め 

る 完 成 検 査 後 、 変 更 前 の 許 可 行 政 庁 に 対 し て 移 動 タ ン ク 貯 蔵 

所 変 更 許 可 通 知 書 （ 様 式 第 １ ７ 号 ） に よ り 通 知 す る も の と す 

る 。  

２  他 許 可 行 政 庁 よ り 前 項 の 通 知 が あ っ た と き は 、 通 知 に か か 

る 電 算 処 理 を 行 う も の と す る 。  

 
（ 特 例 適 用 の 届 出 ）  

第 ２ ４ 条 政 令 （ 政 令 第 ９ 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 、 政 令 第 １ 

１ 条 第 １ 項 第 １ 号 の ２ 各 号 及 び こ れ を 準 用 す る も の に 限 る 。） 

の た だ し 書 又 は 政 令 第 ２ ３ 条 の 規 定 に よ る 特 例 を 受 け よ う と 

す る 者 は 、 危 険 物 基 準 の 特 例 適 用 願 出 書 （ 様 式 第 １ ８ 号 ） ２ 



 

通 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 願 出 が あ っ た と き は 、次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 消 防 長 は 、 当 該 願 出 の 内 容 を 審 査 し 、 願 出 に か か る 電 算 

処 理 後 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 調 査 を 行 う ｡  

(2) 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 火 災 予 防 上 安 全 と 認 め る と 

き は 、 第 ５ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 処 理 す る 。  

 
（ 証 明 書 交 付 願 の 届 出 ）  

第 ２ ５ 条 許 可 、 検 査 及 び 危 険 物 施 設 台 帳 に よ り 認 め ら れ た 事 

項 に つ い て 、 関 係 者 が 証 明 を 受 け よ う と す る と き は 、 証 明 書 

交 付 願 出 書 （ 様 式 第 １ ９ 号 ） ２ 通 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な 

ら な い 。  

２ 前 項 の 願 出 が あ っ た と き は 、次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 願 出 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 証 明 が 必 要 

と 認 め る と き は 、 提 出 先 の 所 定 の 用 紙 の う ち １ 通 に 証 明 印 

を 押 し て 、 届 出 者 に 交 付 す る 。  

(2) 前 号 の 処 理 に つ い て 手 数 料 条 例 に か か る も の に あ っ て 

は 、 手 数 料 を 徴 収 す る 。  

(3) 第 １ 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 ９ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。 

 
（ 国 家 公 安 委 員 会 等 へ の 通 報 ）  

第 ２ ６ 条 予 防 課 長 は 、 法 第 １ １ 条 第 ７ 項 （ 法 第 １ １ 条 の ４ 第 

３ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 基 づ く 国 家 公 安 委 員 

会 等 へ の 製 造 所 等 の 許 可 等 の 通 報 に つ い て 、 該 当 事 項 が あ れ 

ば 翌 月 １ ０ 日 ま で に 大 阪 府 公 安 委 員 会 へ 通 報 す る 。  

２  予 防 課 長 は 、 危 険 物 に 係 る 事 故 の 報 告 に つ い て は 、 報 告 の 

期 日 を 年 ４ 回 に 分 け 、第 １ 四 半 期 ( １ 月 １ 日 か ら ３ 月 ３ １ 日 ま 

で ) に 発 生 し た 事 故 は ４ 月 ３ ０ 日 ま で に 、 第 ２ 四 半 期 ( ４ 月 １ 

日 か ら ６ 月 ３ ０ 日 ま で ) に 発 生 し た 事 故 は ７ 月 ３ １ 日 ま で に 、 

第 ３ 四 半 期 ( ７ 月 １ 日 か ら ９ 月 ３ ０ 日 ま で ) に 発 生 し た 事 故 は 

１ ０ 月 ３ １ 日 ま で に 、第 ４ 四 半 期 ( １ ０ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 

日 ま で ) に 発 生 し た 事 故 は 翌 年 １ 月 ３ １ 日 ま で に 、危 険 物 に 係 



 

る 事 故 及 び コ ン ビ ナ ー ト 等 特 別 防 災 区 域 に お け る 事 故 の 報 告 

オ ン ラ イ ン 処 理 シ ス テ ム （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 処 理 シ ス テ ム ｣ 

と い う 。 ） に よ り 登 録 を 行 い 、 大 阪 府 政 策 企 画 部 危 機 管 理 室 

へ 通 報 す る 。  

３ 予 防 課 長 は 、 危 険 物 に 係 る 事 故 の う ち 、 明 ら か に 危 険 物 施 

設 か ら 発 生 し た 事 故 と 確 定 で き る 場 合 は 、 覚 知 か ら １ 週 間 以 

内 に オ ン ラ イ ン 処 理 シ ス テ ム に よ り 速 報 対 応 業 務 の 登 録 を 行 

い 、 大 阪 府 政 策 企 画 部 危 機 管 理 室 へ 通 報 す る 。  

 
（ 在 庫 管 理 等 計 画 書 の 届 出 ）  

第 ２ ７ 条 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

（ 平 成 １ ５ 年 総 務 省 令 第 １ ４ ３ 号 ） 附 則 第 ３ 項 第 ２ 号 の 規 定 

に よ り 関 係 者 が 地 下 貯 蔵 タ ン ク 等 の 漏 れ 点 検 に か か る 届 出 を 

し よ う と す る と き は 、 地 下 貯 蔵 タ ン ク 等 の 在 庫 の 管 理 及 び 危 

険 物 の 漏 え い 時 の 措 置 に 関 す る 計 画 届 出 書 （ 様 式 第 ２ ０ 号 ） 

２ 通 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 届 出 が あ っ た と き は 、次 に よ り 処 理 す る も の と す る 。 

(1) 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 の 内 容 を 審 査 し 、 在 庫 管 理 が 適 正 

に 行 わ れ る と 認 め る と き は 、 届 出 書 の う ち １ 通 に 届 出 受 理 

済 の 印 を 押 し て 、 届 出 者 に 交 付 す る 。  

(2)  前 号 の 処 理 に つ い て は 、 第 ９ 条 第 ２ 号 に 準 じ て 行 う 。  

 
（ 施 行 細 目 ）  

第 ２ ８ 条 こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 予 防 課 長 が 

定 め る 。  

 
附 則 

（ 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 豊 消 予 第 ４ ０ 号 消 防 長 通 知 ） 

こ の 要 綱 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 

（ 平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ２ 日 豊 消 予 第 ６ 号 消 防 長 通 知 ） 

こ の 要 綱 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。  



 

附 則 

（ 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ２ ５ 日 豊 消 予 第 ２ ２ ４ 号 消 防 長 通 知 ） 

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 

（ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 １ ５ 日 豊 消 予 第 ２ ０ １ 号 消 防 長 通 知 ） 

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附 則 

（ 令 和 元 年 ６ 月 １ ８ 日 豊 消 予 第 １ ０ ８  号 消 防 長 通 知 ） 

こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る  



様式第１号 

仮貯蔵・仮取扱 

審    査    書 
決  裁  欄 

受 理 年 月 日 番 号 年    月    日    第    号 

仮貯蔵・仮取扱の別              仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 

申 

請 

者 

住 所  

氏 名 
 

設 置 場 所  

仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 

の期間 

          年    月    日から 

          年    月    日までの     日間 

年   月  日、審査及び調査の結果、火災予防上支障ないものと認め                         

られますので、仮貯蔵・仮取扱いを承認してよろしいか。   
                                

     年   月  日、審査及び調査の結果、次の理由により仮貯蔵・仮取扱いを

不承認としてよろしいか。    

 （不承認理由）  

  

 

 

 

 

 

 

 

   （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

承 認 年 月 日 番 号 年    月    日    第    号 

不承認年月日番号 年    月    日    第    号 

手 交 年 月 日 

氏 名 
年  月  日 氏名         

 

 

 

 



様式第２号 

  製 造 所 等 

  審 査 書 
決  裁  欄 

受 理 年 月 日 番 号            年     月     日    第       号    

製 造 所 等 の 区 分  設置又は変更の別 設置・変更 

申
請
者 

住 所  

氏 名  

設
置
者 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所  

製 造 所 等 

地 域 別 

防火地域別 用途地域 

防火・準防火・指定無 

第１種低層住居専用地域・第２種低層住居

専用地域・第１種中高層住居専用地域・第

２種中高層住居専用地域・第１種住居地

域・第２種住居地域・準住居地域・近隣商

業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・

無指定 

消防同意年月日番号       年   月    日   第      号   

類 別 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合    計 

倍 数        

設 置 ・ 変 更 の 概 要 
 

    年  月  日、審査及び調査の結果、技術上の基準に適合していると認められま

すので、許可してよろしいか。 

 年  月  日、審査及び調査の結果、次の理由により、不許可としてよろしいか。 

（不許可理由） 

   （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

許 可 年 月 日 番 号     年    月    日   第   号 

不 許 可 年 月 日 番 号      年    月    日   第   号 

手 交 年 月 日 

氏 名 
   年  月  日 氏名 

 

 



様式第３号 

関係法令に基づく許可後の手続 

  この危険物製造所、貯蔵所、取扱所については、工事の進行に応じて下記○

印の届出又は申請を豊中市長あて２通提出して下さい。 

１ 危険物貯蔵タンクについては、次の検査を行いますから完成検査前検査申

請書を消防局へ提出して下さい。 

 (1)  水張検査       (2) 水圧検査（         kPa） 

  豊中市以外で検査を実施した場合は、「タンク検査済証」の正本を完成検

査前に提出して下さい。 

２  固定消火設備、自動火災報知設備及び誘導灯の工事に着手する場合は、そ

の 10 日前までに消防用設備等着工届出書等を、工事が完了した場合は、そ

の日から４日以内に消防用設備等設置届出書を消防局へ提出して下さい。 

３ 工事が完了したとき、完成検査を行いますから、使用する前に完成検査申

請書を消防局へ提出して下さい。 

４ 完成検査申請書を提出する前に、予防規程を作成し認可申請書を消防局へ

提出して下さい。 

５  完成検査に合格すれば使用する前に、次の届出書を消防局へ提出して下さ

い。 

(1) 危険物保安監督者選任届出書 

(2) 危険物取扱責任者選任届出書 

(3) 危険物施設保安員選任届出書 

(4) 危険物保安監督者職務代行者選任届出書 

６ この製造所、貯蔵所、取扱所の地下貯蔵タンク又は地下埋設配管が、次の

工程に達したときは、検査を行いますから消防局へ連絡して下さい。 

(1) 配筋 

(2) タンクの据付 

(3) タンクの外面保護 

(4) 埋設配管 



様式第４号 

軽微な変更作業明細書 

作 業 の 内 容 

 

 
 

火
気
取
扱
状
況 

火 気 の 種 類 
 

火気取扱場所 
 

火気取扱時間 
 

作 業 工 程 

 

危 険 物 取 扱 状 況 

 

安 全 対 策 

 

消火及び警報設備 
 

危険物保安監督者 

又は危険物取扱者 

 

施 工 業 者 名 及 び 

作 業 等 責 任 者 名 
              （電話       ） 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４すること。 



様式第５号 

製 造 所 等 

仮使用審査書 
決  裁  欄 

受 理 年 月 日 番 号 年     月     日   第      号    

製 造 所 等 の 区 分  

申

請

者 

住 所  

氏 名  

設

置

者 

住 所  

氏 名 
 

設 置 場 所  

変更許可申請年月日 年     月     日   第      号 

変更許可年月日番号 年     月     日   第      号 

       年  月  日、審査及び調査の結果、火災予防上支障ないものと認めら

れますので、承認してよろしいか。 

年  月  日、審査及び調査の結果、次の理由により、不承認としてよ

ろしいか。 

（不承認理由） 

 

 

 

 

 

 

 

  （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

承 認 年 月 日 番 号 年     月     日   第      号 

不承認年月日番号 年     月     日   第      号 

手交年月日 ･氏名 年  月  日 氏名 

 



 様式第６号 

タンク検査    

    調 査 書      
決  裁  欄 

受理年月日番号 年    月     日   第       号    

設 置 場 所 豊 中 市 ・ 他 市 

申

請

者

住 所  

氏 名  

検 査 場 所  

設置又は変更の許可番号  

検 査 の 種 類 水 張・水 圧（検査圧力（    kPa）） 

       年  月  日、検査の結果、技術上の基準に適合していると認められま

すので、タンク検査済証を交付してよろしいか。 

年  月  日、検査の結果、次の理由により、危険物製造所等完成検査

前検査不適合通知書を交付してよろしいか。 

（不適合理由） 

 

 

 

  （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

検 査 番 号 第      号 

不適合通知番号 第     号 

手交年月日・氏名 年    月     日   氏名 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号 
 

タンク検査不適合通知書 
 

    豊中市指令消第       号 

 

 

 

 

年  月  日 第   号 で 申 請 の あ っ た 

                          

タ ン ク に つ い て 検 査 を 行 っ た 結 果 、 

 

次 の 理 由 に よ り 検 査 済 証 を 交 付 で き な い。 

 

記 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

           年     月     日 

 

 

                               豊 中 市 長    氏       名   印 
 

教示 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日 

から起算して３か月以内に豊中市長に対して審査請求をすることができ 

ます。 

また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起 

算して６か月以内に、豊中市を被告として処分の取消しの訴えを提起する 

ことができます（訴訟において豊中市を代表する者は豊中市長となりま 

す。）。 

なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対す 

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、豊中市 

を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

  



様式第８号 

 

  製造所等完成 

 検 査 調 査 書 決  裁  欄 

受 理 年 月 日 番 号             年    月     日    第       号    

製 造 所 等 の 区 分  

設置又は変更の許可 

年 月 日 及 び 番 号 
    年    月    日 第     号（ 設置・変更 ） 

申 

請 

者 

住 所  

氏 名  

設 

置 

者 

住 所  

氏 名 
 

設 置 場 所  

       年  月  日、検査の結果、技術上の基準に適合していると認められま

すので、完成検査済証を交付してよろしいか。                                    

年  月  日、検査の結果、次の理由により、製造所等完成検査不適合

通知書を交付してよろしいか。 

（不適合理由） 

 

 

 

 

 

 

 （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

検 査 番 号 第      号 

不 適 合 通 知 番 号 第      号 

手交年月日・氏名       年  月  日 氏名 

 

 

 



様式第９号 

 

危険物製造所等完成検査不適合通知書 

 
豊中市指令消第       号 

 

 

 

      年    月    日豊中市指令消第     号     許可   

                  

の 完 成 検 査 を 行 っ た 結 果 、 次 の 理 由 に よ り 

 

完 成 検 査 済 証 を 交 付 で き な い 。 

 

記 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

        年     月      日 

 

 

                               豊 中 市 長    氏       名   印 

 

教示 この処分に不服のある場合は、この処分のあったことを知った日の翌日 

から起算して３か月以内に豊中市長に対して審査請求をすることができ 

ます。 

また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起 

算して６か月以内に、豊中市を被告として処分の取消しの訴えを提起する 

ことができます（訴訟において豊中市を代表する者は豊中市長となりま 

す。）。 

なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対す 

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、豊中市 

を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

  



様式第１０号 

危険物以外の物品貯蔵(変更)届出書 

        年    月    日 

 

   豊中市長              様 

 

                届出者 

                   住 所                         （電話          ） 

 

                   氏 名                                        印  

設 

置 

者 

住 所  

氏 名  

設 置 場 所  

貯 蔵 所 の 区 分  

設置許可年月日   年  月  日 設置許可番号 第       号 

危 険 物 以 外 

の 物 品 名 
 数 量  

貯 蔵 期 間 年 月 日から     年 月 日まで 

変 更 内 容  

その他必要な事項  

※ 受 付 欄 ※  経  過  欄 
  

備考 １ この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 

 



様式第１１号 

実 務 経 験 証 明 書 

氏 名 

                   （      年   月   日 生 ） 

取り扱った危険物 類 別 第 類 品 名  

取り扱った期間 
    年   月   日から        年   月   日まで 

（   年   月） 

製造所等の区分 

（該当するものを

○で囲むこと） 

製造所 ・  貯蔵所 ・ 取扱所 

   

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

証明年月日               年    月    日 

 

 

事 業 所 名      

 

 

所 在 地      

 

 

証 明 者         職 名 

               

 

  氏 名                   印 

       

                            電話 

 備考  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 



様式第１２号 

    予防規定認可 

審 査 書  
決  裁  欄 

受理年月日番号 年    月     日    第       号    

製造所等の区分  制定又は変更の別 制定・変更 

申

請

者 

住 所  

氏 名  

設

置

者 

住 所  

氏 名 
 

設 置 場 所  

類 別 １ ２ ３ ４ ５ ６ 合    計 

倍 数        

    年  月  日、審査の結果、技術上の基準に適合し、その他火災予防

上適当と認められますので、認可してよろしいか。 

                                       

 年  月  日、審査の結果、次の理由により、不認可としてよろしい

か。                                         

（不認可理由） 

 

 

 

 

 

 

   （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

認 可 年 月 日 

番 号 
年    月     日    第       号 

不 認 可 年 月 日 

番 号 
年    月     日    第       号 

手 交 年 月 日 

氏 名 
年    月     日  氏名 

 

 



様式第１３号 

危険物保安監督者職務代行者選任・解任届出書 

    年    月    日 

 

   豊中市長              様 

 

                 届出者 

                   住 所                         （電話          ） 

 

                   氏 名                                        印   

設 置 許 可 年 月 日 年 月 日 設置許可番号 第   号 

設 置 場 所  

給 油 取 扱 所 名  

区 分 選    任 解    任 

保

安

監

督

者

職

務

代

行

者 

氏 名   

危険物取扱者 

免 状 の 種 類 
  

選 任 ・ 解 任 

年  月  日 
   年 月 日    年 月 日 

※ 受 付 欄 ※   備  考 

  

 備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在 

地を記入すること。    

    ３ ※印の欄は、記入しないこと。 



様式第１４号 

休止中の地下貯蔵タンク

又は二重殻タンクの漏れ

の 点 検 期 間 延 長 

審 査 書 

決  裁  欄 

受 理 年 月 日 番 号 年     月     日   第      号    

製 造 所 等 の 区 分 
 貯 蔵 所 又 は 

取 扱 所 の 区 分 

 

申

請

者 

住 所  

氏 名  

設

置

者 

住 所  

氏 名 
 

設 置 場 所  

対象となる地下貯蔵

タンク又は二重殻タ

ンクの種類・本数 

鋼製一重殻タンク             本 

鋼製強化プラスチック製二重殻タンク    本 

強化プラスチック製二重殻タンク      本 

休 止 の 概 要 

 

 

 

年  月  日、審査及び調査の結果、保安上支障ないものと認められ 

ますので、承認してよろしいか。 

年  月  日、審査及び調査の結果、次の理由により、不承認として 

よろしいか。 

（不承認理由） 

 

  （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

承 認 年 月 日 番 号 年     月     日   第      号 

不承認年月日番号 年     月     日   第      号 

手交年月日 ･氏名 年   月   日  氏名 

 



様式第１５号 

休止中の地下埋設配管 

の漏れの点検期間延長 

審 査 書 

決  裁  欄 

受 理 年 月 日 番 号 年     月     日   第      号    

製 造 所 等 の 区 分 
 貯 蔵 所 又 は 

取 扱 所 の 区 分 

 

申

請

者 

住 所  

氏 名  

設

置

者 

住 所  

氏 名 
 

設 置 場 所  

対 象 と な る 

地下埋設配管の種類 
注 入 管 ・ 吸 引 管 ・ 通 気 管 ・ 送 油 管 ・ 戻 り 管 

休 止 の 概 要 

 

 

 

年  月  日、審査及び調査の結果、保安上支障ないものと認められ 

ますので、承認してよろしいか。 

年  月  日、審査及び調査の結果、次の理由により、不承認として 

よろしいか。 

（不承認理由） 

 

 

 

  （この欄に記入できない場合は、別紙とする。） 

承 認 年 月 日 番 号 年     月     日   第      号 

不承認年月日番号 年     月     日   第      号 

手交年月日 ･氏名 年   月   日  氏名 

 



様式第１６号 

 

完 成 検 査 済 証 等 再 交 付 簿 

受 理 年 月 日       年   月   日 
決裁欄 

再交付年月日       年   月   日 

再 交 付 件 名 完成検査済証・タンク検査済証（正・副） 

申 

請 

者 

住 所  

氏 名  

設 

置 

者 

住 所  

氏 名  

検 査 年 月 日 
完 成 検 査 年 月 日 番 号         年   月   日 第   号 

タンク検査年月日番号         年   月   日 第   号 

申 請 理 由  

 

受 理 年 月 日       年   月   日 
決裁欄 

再交付年月日       年   月   日 

再 交 付 件 名 完成検査済証・タンク検査済証（正・副） 

申 

請 

者 

住 所  

氏 名  

設 

置 

者 

住 所  

氏 名  

検 査 年 月 日 
完 成 検 査 年 月 日 番 号         年   月   日 第   号 

タンク検査年月日番号         年   月   日 第   号 

申 請 理 由  



様式第１７号 

 

移動タンク貯蔵所変更許可通知書 
 

豊 消 予 第    号 

                         年    月    日 

 

 

                 様 

 

 

                                               豊 中 市 消 防 長 

 

 

貴行政庁の設置（変更）許可に係る次表の第１欄に掲げる移動タンク貯蔵所

について位置の変更許可申請（及び譲渡引渡届出書）の提出があり、同表第２

欄に掲げるとおり変更許可（及び当該届出書の受理）を行ったので通知します。 

 

記 

 

 第   １   欄 第   ２   欄 

許可行政庁名   

設置者 

住 所   

氏 名   

設 置 場 所   

設置・変更許可 

年月日（番号） 

      年   月    日 

      第         号 

      年   月    日 

      第         号 

完成検査年月日 

（番号） 

      年   月    日 

      第         号 

      年   月    日 

      第         号 

譲渡引渡届出書 

受 理 年 月 日 
           年   月    日 

そ の 他 必 要 な 

事項 
  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

２ 設置者の項の第２欄には、移動タンク貯蔵所の譲渡又は引渡と位置

の変更が同時に行われるものである場合は、譲渡又は引渡を受けた者の

住所及び氏名を記入すること。 

    



様式第１８号 

 危 険 物 基 準 の 特 例 適 用 願 出 書 

                                               

                                                    年    月    日 

 

 

   豊中市長                   様 

 

 

                              願出人 

                                  住  所                          1 

 

                                  氏  名                        印 

願 出 事 項 

 

願 出 理 由 

 

特例適用を受ける

ために講じた措置 

 

備考  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 



様式第１９号 

証 明 書 交 付 願 出 書 

                                               

                                                    年    月    日 

 

   豊中市長                   様 

 

                              願出人 

                                  住  所                          1 

 

                                  氏  名                        印 

証明書の種別 
 

証明書を必要 

と す る 理 由 

 

 

証明書提出先 

 

 

 ※受付欄 ※ 手 数 料 

 

 

 

 

 

 

備考  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ※印の欄は、記入しないこと。 

 

 



様式第２０号 

地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書 

 年    月    日 

   豊中市長              様 

               届出者 

                  住 所                         （電話          ） 

 

                  氏 名                                        印  

設 置 者 

住 所  

氏 名  

製 造 所 等 の 別  
貯 蔵 所 又 は 

取扱所の区分 
 

設 置 の 許 可 年 月 日 

及び許可番号 
      年   月   日  第   号 

設 置 場 所  

在庫管理に従事する者の

職務及び組織 
 

在庫管理に従事する者に

対する教育 
 

在 庫 管 理 の 方 法  

危険物の漏れが確認され

た場合に取るべき措置 
 

そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 受 付 欄 ※  経  過  欄 

  

 備考 １ この様式の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を

記入すること。 

３ ※印の欄は、記入しないこと。 


